
23年度9月 支部執行委員会 本部情勢報告ポイント 

（分会員配布用） 

1．組織拡大・強化   分会 1 人の加入を！ 
 ○分会会議の開催（具体的なとりくみ） 

   ・分会員同士の交流（分会での情報共有、交流の場の開催を！！） 
・支部執行委員会資料ポイントの確認（月1 回支部会議開催後の情報共有の場として） 

   ・昼食会等の企画（お菓子の配付なども） ※集めた分会費はその年度で活用しましょう 
〇新採用者・若年層教職員等へのとりくみ 

   ・2023 青年部企画情報交換会（青年Café）・昼食交流会  指示第13 号 
     第 5 回 9 月 16 日(土) 11：00～13：00  高校会館 （フラワーアレンジメント講座） 
     第 6 回 10 月21 日(土)  11：00～13：00  高校会館 
    対象者：若年層・新採用者・他だれでも 
    内 容：ざっくばらんなお話会（組合の存在、高校会館の場所を知るきっかけに） 
 

2．人勧期に向けたとりくみ 国人勧 ８月7 日（月） ※８月９日速報発出 

１） ２年連続で月例給・一時金ともに引上げ！！  
①公民較差（0.96%/3,861 円）を埋めるため、俸給月額を引上げ 
②ボーナス0.10 月分引上げ 期末・勤勉手当に0.05 月分ずつ均等配分 

 6 月期 12 月期 
23 年度  期末手当 1.20 月（支給済み） 1.25 月（現行1,20 月） 

勤勉手当 1.00 月（支給済み） 1.05 月（現行1.00 月） 
24 年度 
以降 

期末手当 1.225 月 1.225 月 
勤勉手当 1.025 月 1.025 月 

 ※給与制度のアップデート 24 年に向けて措置を検討 
  定年前再任用短時間勤務職員等に支給する手当の拡大 

  ２）地公労とりくみ 大型ハガキ行動・職場ステッカー掲示（８月 25 日付指示第 34 号） 
人事委員会勧告：例年並み日程予定（昨年度 10 月14 日） 

  ３）新教連要求書交渉 9 月13 日(水) 15：45～17：45 県庁 501 会議室 
 
3．人事異動に対するとりくみ 
   異動方針等説明  9月12日   同日交渉実施  指示第 号 
 
 
4．勤勉手当上位成績率運用検証会報告 
   2 回とも上位にあたらなかった教職員数 県立：139 人 育休・退職等による未対象者含む 

  特段の理由もなく上位にあたらなかった教職員数 県立：4 人 
   2 回連続上位：県立82 人（前回 99 人） 
   確認：特段の理由なく2 回連続で上位でない理由について管理職から年度末までに説明がある 
      私傷病休暇等、休んでいることのみを持って上位にあたらない理由とはならない 
 

5．欠員について  8 月 1 日付「佐渡総合高校欠員に関する緊急要求書」を提出 

      8 月 10 日課長要請、8 月22 日管理参事要請 8 月31 日確認 ※8 月 31 日現在で改善なし 
   高校課：民間リクルートサイト（indeed等）の活用や塾・書道教室等への働きかけ 
    
6．全県レクについて  指示第36号 
 
   12月2日(土) 開会 16：00～（受付15：30より） 競技 16：10～17：30 

ラウンドワンスタジアム新潟店 懇親会も予定 
   支部レク補助あり 
 

7．ホームページの利用 ユーザー名、パスワードは(shinkoukyou14) 
 

○新高教ホームページ (http://www.shinkoukyou.net/)  新潟高教組で検索 
○本部情勢報告のポイント（別紙）の活用をお願いします 
 
○各種指示文書ダウンロード可 

 

欠員・時間外勤務・ハラスメント相談等続出 
「おかしい」と感じたら、本部・支部役員・分会役員まで連絡を！ 
              本部：025-265-4151 shinkoukyou@beach.ocn.ne.jp 


